
１．母性健康管理措置等について（関連資料１参照）
（１）新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置及び助成

金制度について

新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母

性健康管理を適切に図るため、男女雇用機会均等法に基づき、令和２

年５月７日に新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を

設けたところである。本措置については、その後２回適用期限が延長

され、現在は、本年３月末までとなっているが、これを令和５年３月

末まで延長することを内容とするパブリックコメントを現在、実施し

ているところであり、今後決定し次第、厚労省ＨＰ等により周知する

予定である。

また、本措置により、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠

中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備し、休暇を取得さ

せた事業主に対する助成制度を設けており、これについても、本措置

の適用期間の延長に合わせて対象期間の延長を予定している。

（２）母性健康管理指導事項連絡カードの利用促進について

妊娠中の女性労働者に対する医師等の指導事項を事業主へ的確に伝

えるための「母性健康管理指導事項連絡カード」については、現在の

医学的知見等を反映して令和３年３月に改正され、同年７月から適用

されている。厚生労働省や都道府県労働局では周知広報を行い、カー

ドの利用促進を図っているが、各自治体におかれても、カード様式を

母子健康手帳に掲載していただくなど周知広報に御協力いただいてお

り、感謝を申し上げる。今後も引き続き母性健康管理措置及びカード

の周知広報について御協力をお願いする。

２．不妊治療と仕事との両立支援について

（関連資料２～４参照）
不妊治療と仕事との両立支援については、令和３年２月に次世

代育成支援対策推進法（以下「次世代法」という ）に基づく行。

動計画策定指針を改正し、一般事業主行動計画に盛り込むことが

望ましい事項として 「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置、

の実施」を追加した。令和４年４月からは、不妊治療と仕事との

両立に取り組む優良な企業に対する新たな認定制度を創設する。

この認定は、次世代法に基づく「くるみん認定」等の新たな類型

であり、認定マークや愛称については、３月初旬に発表する予定

である。
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また、不妊治療のために利用できる休暇制度や両立支援制度の

導入や利用促進に取り組んだ中小企業事業主に対しては、令和４

年度も引き続き助成金を支給する。

さらに、事業主や職場の上司、同僚、社会一般への周知啓発を

図るため、各種資料の作成、配布や研修会、シンポジウム等を実

施する。

また、都道府県労働局においても、事業主や労働者等に対する

周知啓発や相談対応を実施することとしているが、各自治体に置

かれている不妊専門相談センターとの連携について引き続きよろ

しくお願いする。
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令
和
２
年
５
月
７
日
か
ら
令
和
４
年
３
月
３
１
日
ま
で
※

○
事
業
主
は
、
令
和
４
年
１
月
3
1日
ま
で
の
間
、
そ
の
雇
用
す
る
妊
娠
中
の
女
性
労
働
者
か
ら
、
保
健
指
導
又
は
健
康
診
査
に
基
づ
き
、

当
該
女
性
労
働
者
の
作
業
等
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
感
染
す
る
お
そ
れ
に
関
す
る
心
理
的
な
ス
ト
レ
ス
が
母
体

又
は
胎
児
の
健
康
保
持
に
影
響
が
あ
る
と
し
て
、
医
師
等
に
よ
り
こ
れ
に
関
し
て
指
導
を
受
け
た
旨
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当

該
指
導
に
基
づ
き
、
作
業
の
制
限
、
出
勤
の
制
限
（
在
宅
勤
務
又
は
休
業
を
い
う
。
）
等
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
母
性
健
康
管
理
措
置
に
つ
い
て

～
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
に
基
づ
く
指
針
（
告
示
）
を
改
正
～

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
措
置
（
令
和
4
年
3
月
3
1
日
ま
で
※
）

適
用
期
間

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
が
拡
大
す
る
中
、
妊
娠
中
の
女
性
労
働
者
は
、
職
場
に
お
け
る
作
業
内
容
等
に
よ
っ
て
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
に
大
き
な
不
安
を
抱
え
る
場
合
が
あ
り
、
そ
の
心
理
的
な
ス
ト
レ
ス
が
母
体
・
胎
児
の
健
康
保
持
に
影

響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

○
母
と
子
と
い
う
「
２
つ
の
生
命
」
を
守
る
と
い
う
観
点
、
そ
し
て
少
子
化
対
策
と
し
て
も
、
妊
娠
中
の
女
性
労
働
者
が
、
安
心
し
て
妊
娠

を
継
続
し
、
子
ど
も
を
産
み
育
て
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
が
重
要
。

○
こ
の
た
め
、
妊
娠
中
の
女
性
労
働
者
の
母
性
健
康
管
理
を
適
切
に
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
妊
娠
中
の
女
性
労
働
者
の
母
性
健

康
管
理
上
の
措
置
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
措
置
を
新
た
に
規
定
。

○
妊
娠
中
・
出
産
後
１
年
以
内
の
女
性
労
働
者
が
、
母
子
保
健
法
の
保
健
指
導
・
健
康
診
査
（
妊
婦
健
診
等
）
の
際
に
医
師
又
は
助
産

師
か
ら
指
導
を
受
け
、
そ
れ
を
事
業
主
に
申
し
出
た
場
合
、
そ
の
指
導
事
項
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

（
通
勤
緩
和
、
休
憩
、
症
状
等
に
関
す
る
措
置
（
作
業
の
制
限
、
勤
務
時
間
の
短
縮
、
休
業
等
）
）
を
講
じ
る
こ
と
が
事
業
主
に
義
務
付

け
ら
れ
て
い
る
（
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
第
1
3
条
）
。

母
性
健
康
管
理
措
置
と
は

※
令
和
５
年
３
月
３
１
日
ま
で
延
長
す
る
方
向
で
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施
中
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不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立

＜
検
討
課
題
＞

○
不
妊
治
療
経
験
者
の
1
6
%
（
女
性
は
2
3
%
）
が
、
不
妊
治
療
と
仕
事
を
両
立
で
き
ず
に
離
職
し
て
い
る
。

○
両
立
が
難
し
い
理
由
は
、
通
院
回
数
の
多
さ
、
精
神
面
の
負
担
、
通
院
と
仕
事
の
日
程
調
整
の
難
し
さ
。

（
※
）
不
妊
治
療
の
た
め
の
通
院
は
、
１
回
当
た
り
は
短
時
間
だ
が
、
頻
繁
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
。

○
不
妊
治
療
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
職
場
に
知
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
方
も
お
ら
れ
、
配
慮
が
必
要
。

⇒
企
業
に
お
け
る
、
通
院
に
必
要
な
時
間
を
確
保
し
や
す
い
（
休
み
や
す
い
）
職
場
環
境
整
備
が
必
要
。

・
・
・
具
体
的
に
は
、
①
半
日
単
位
・
時
間
単
位
の
年
次
有
給
休
暇

②
不
妊
治
療
の
た
め
の
休
暇
制
度
や
多
目
的
休
暇

③
時
差
出
勤
や
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
等
の
多
様
な
選
択
肢
（
休
み
方
）
を
用
意
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

※
令
和
２
年
1
0
月
に
立
ち
上
げ
た
内
閣
府
・
厚
労
省
連
携
の
職
場
環
境
整
備
検
討
チ
ー
ム
に
お
い
て
も
、
上
記
対
応
方
針
を
含
め
と
り
ま
と
め
（
令
和
２
年
1
2
月
３
日
）
。

＜
対
応
方
針
＞

（
１
）
社
会
的
機
運
の
醸
成
（
理
解
促
進
）
（
令
和
２
年
度
中
か
ら
順
次
実
施
）

○
事
業
主
等
向
け
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
令
和
２
年
1
2
月
）
、
経
済
団
体
へ
の
要
請
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
情
報
発
信
、

子
育
て
応
援
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム
の
活
用
（
内
閣
府
）

（
２
）
企
業
に
よ
る
職
場
環
境
整
備
の
促
進
（
令
和
３
年
度
か
ら
実
施
）

○
制
度
的
対
応

・
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
「
行
動
計
画
策
定
指
針
」
の
改
正
（
令
和
３
年
２
月
告
示
、
４
月
か
ら
適
用
）

事
業
主
が
策
定
す
る
「
一
般
事
業
主
行
動
計
画
」
に
「
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
」
を
盛
り
込
む
こ
と
で
、
計
画
的
な
取
組
を
促
進

・
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
く
「
く
る
み
ん
認
定
制
度
」
等
に
「
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
」
に
係
る
基
準
を

追
加
（
令
和
4
年
4
月
）

不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に
関
す
る
取
組
を
行
う
事
業
主
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
設
け
、
更
に
取
組
を
促
進

○
企
業
の
取
組
支
援

・
不
妊
治
療
を
受
け
や
す
い
職
場
環
境
整
備
に
取
り
組
む
中
小
企
業
向
け
助
成
金
（
令
和
３
年
度
）

・
事
業
主
向
け
休
暇
制
度
等
導
入
支
援
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催
（
令
和
３
年
度
予
算
）

・
都
道
府
県
労
働
局
に
よ
る
周
知
啓
発
・
相
談
支
援
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く
る
み
ん
へ
の
「
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
」
に
係
る
基
準
の
追
加

＜
現
行
＞

＜
改
正
後
＞
（
令
和
４
年
４
月
～
）

次
世
代
育
成
支
援
の
取
組
を
行
う
企
業
に
、
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に
関
す
る
取
組
も
行
っ
て
い
た
だ
く
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
設
け
る
観
点

か
ら
、
く
る
み
ん
、
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
、
ト
ラ
イ
く
る
み
ん
の
一
種
と
し
て
新
た
な
類
型
を
設
け
、
認
定
基
準
に
「
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両

立
」
に
関
す
る
基
準
を
追
加
す
る
。

※
「
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
」
に
関
す
る
基
準
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
、
く
る
み
ん
、
ト
ラ
イ
く
る
み
ん
の
申
請
を
行
う

際
の
必
須
基
準
で
は
な
く
、
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
、
く
る
み
ん
、
ト
ラ
イ
く
る
み
ん
の
認
定
基
準
の
み
の
認
定
申
請
を
行
う
こ
と
も
可
能
。

改
正
内
容

プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
認
定
制
度

く
る
み
ん
認
定
制
度

プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
認
定
制
度

く
る
み
ん
認
定
制
度

ト
ラ
イ
く
る
み
ん
認
定
制
度
（
新
設
）

不
妊
治
療
と
仕
事

と
の
両
立
に
係
る

基
準

不
妊
治
療
と
仕
事

と
の
両
立
に
係
る

基
準

不
妊
治
療
と
仕
事

と
の
両
立
に
係
る

基
準

不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に
関
す
る
認
定
基
準
は
、
以
下
の
基
準
と
す
る
。
（
く
る
み
ん
、
プ
ラ
チ
ナ
く
る
み
ん
、
ト
ラ
イ
く
る
み
ん
で
基
準
は

共
通
。
）

＜
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に
関
す
る
認
定
基
準
＞

・
次
の
①
及
び
②
の
制
度
を
設
け
て
い
る
こ
と
。

①
不
妊
治
療
の
た
め
の
休
暇
制
度
（
多
様
な
目
的
で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
休
暇
制
度
や
利
用
目
的
を
限
定
し
な
い
休
暇
制
度
を
含
み
、
年
次
有
給
休
暇
を
除
く
。
）

②
不
妊
治
療
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
半
日
単
位
・
時
間
単
位
の
年
次
有
給
休
暇
、
所
定
外
労
働
の
制
限
、
時
差
出
勤
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
、
短
時
間

勤
務
、
テ
レ
ワ
ー
ク
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
制
度

・
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に
関
す
る
方
針
を
示
し
、
講
じ
て
い
る
制
度
の
内
容
と
と
も
に
社
内
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。

・
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に
関
す
る
研
修
そ
の
他
の
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に
関
す
る
労
働
者
の
理
解
を
促
進
す
る
た
め
の
取
組
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

・
不
妊
治
療
を
受
け
る
労
働
者
か
ら
の
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
に
関
す
る
相
談
等
に
応
じ
る
両
立
支
援
担
当
者
を
選
任
し
、
社
内
に
周
知
し
て
い
る
こ
と
。

認
定
基
準
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不
妊
治
療
を
受
け
や
す
い
休
暇
制
度
等
環
境
整
備
事
業

第
4
次
少
子
化
社
会
対
策
大
綱
【
R
2
.5
.2
9
閣
議
決
定
】

（
不
妊
治
療
へ
の
支
援
よ
り
抜
粋
）

〇
不
妊
治
療
と
仕
事
の
両
立
の
た
め
の
職
場
環
境
の
整
備

近
年
、
不
妊
治
療
を
受
け
る
夫
婦
は
約
5
.5
組
に
1
組
、
不
妊
治
療
（
生
殖
補
助
医
療
等
）
に
よ
っ
て
誕
生
す
る
子
ど
も
も
1
4
.3
人
に
1
人
と
な
る
な
ど
、
働

き
な
が
ら
不
妊
治
療
を
受
け
る
労
働
者
は
増
加
傾
向
に
あ
る
が
、
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
が
で
き
ず
、
1
6
％
（
男
女
計
（
女
性
は
2
3
%
）
）
の
方
が
退

職
し
て
い
る
。

ま
た
、
国
会
も
含
め
社
会
的
に
、
不
妊
治
療
の
た
め
の
休
暇
制
度
・
両
立
支
援
制
度
を
利
用
し
や
す
い
職
場
環
境
の
整
備
へ
の
関
心
が
非
常
に
高
ま
っ
て
い

る
。 こ
の
た
め
、
事
業
主
、
上
司
や
同
僚
に
不
妊
治
療
に
つ
い
て
の
理
解
を
促
す
と
と
も
に
、
当
該
休
暇
制
度
等
の
導
入
・
利
用
に
取
り
組
む
事
業
主
を
支
援
す

る
こ
と
に
よ
り
、
不
妊
治
療
と
仕
事
が
両
立
で
き
る
職
場
環
境
の
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
と
す
る
。

不
妊
治
療
に
つ
い
て
職
場
で
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
仕
事
と
不
妊
治
療
の

両
立
に
資
す
る
制
度
等
の
導
入
に
取
り
組
む
事
業
主
を
支
援
し
、
仕
事
と
不
妊
治
療

が
両
立
で
き
る
職
場
環
境
整
備
を
推
進
す
る
。

専
門
家
に
よ
る
検
討
委
員
会
の
開
催

①
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
支
援
担
当
者
を
対

象
と
し
た
研
修
の
企
画
・
運
営
の
検
討

②
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
支
援
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
企
画
・
運
営
の
検
討

③
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
を
支
援
す
る
企
業

内
制
度
の
導
入
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
サ
ポ
ー
ト
ハ

ン
ド
ブ
ッ
ク
の
見
直
し
に
向
け
た
検
討

等

不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
支
援
等
担
当
者
等
を
対
象
と
し
た
研
修
会
の
実
施

・
不
妊
治
療
を
受
け
や
す
い
休
暇
制
度
や
両
立
支
援
制
度
を
利
用
し
や
す
い
環
境
整

備
に
取
り
組
む
企
業
等
の
両
立
支
援
担
当
者
等
を
対
象
に
、
労
働
者
か
ら
の
相
談

対
応
の
ノ
ウ
ハ
ウ
や
休
暇
制
度
等
の
利
用
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
プ
ラ
ン
の
策
定

方
法
等
、
具
体
的
実
務
に
役
に
立
つ
情
報
提
供
を
行
う
研
修
会
を
実
施
す
る
。

不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
支
援
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
実
施

・
不
妊
治
療
と
仕
事
と
の
両
立
支
援
に
つ
い
て
の
機
運
の
醸
成
を
図
る
た
め
、
企
業

等
を
対
象
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
す
る
。

ま
た
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
に
つ
い
て
、
動
画
で
広
く
配
信
す
る
。

趣
旨
目
的

事
業
概
要

参
考
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１ ． 男 性 の 育 児 休 業 取 得 促 進 等 を 含 む 仕 事 と 育 児

の両立ができる職場環境整備について

○ 厚 生 労 働 省 に お い て は 、 仕 事 と 育 児 の 両 立 支 援 制 度 を

利 用 し や す い 職 場 環 境 の 整 備 に つ い て の 取 組 の 促 進 を図

っている。

○ 現在、男性の育児休業取得率は 12 .65％ で あ り、年々上
昇 し て い る も の の 女 性 の 取 得 率 が 約 ８ 割 で あ る こ と と 比

べ る と 男 性 の 取 得 率 は 低 く 、 よ り 一 層 の 男 性 の 育 児 休 業

取得促進が必要である。

○ 昨 年 ６ 月 に 育 児 ・ 介 護 休 業 法 が 改 正 さ れ た （ 関 連 資料

１）。

１ 男 性 の 育 児 休 業 取 得 促 進 の た め の 子 の 出 生 直 後 の時

期 に お け る 柔 軟 な 育 児 休 業 の 枠 組 み と し て 「 出 生 時 育

児 休 業 」、 通 称 「 産 後 パ パ 育 休 」 を 創 設 し た 。 特 徴 と

し て は 、 従 来 の 育 児 休 業 よ り も 、 ① 申 出 期 限 が 短 い こ

と 、 ② ２ 回 に 分 割 取 得 で き る こ と 、 ③ 労 使 協 定 を 締 結

し て い る 場 合 に 限 り 、 労 使 で 事 前 に 調 整 し た 上 で 休 業

中 に 就 業 で き る こ と で あ る 。「 産 後 パ パ 育 休 」 は 、 本

年 10月 に施行される。

２ 本 年 ４ 月 か ら 事 業 主 に 義 務 付 け ら れ る の が 、 育 児 休

業 を 取 得 し や す い 雇 用 環 境 整 備 及 び 妊 娠 ・ 出 産 の 申 出

を し た 労 働 者 に 対 す る 個 別 の 育 児 休 業 制 度 の 周 知 ・ 取

得 意 向 の 確 認 で あ る 。 雇 用 環 境 整 備 で は 、 育 児 休 業 に

関 す る 研 修 や 相 談 体 制 の 整 備 等 を 行 う こ と が 義 務 付 け

ら れ る 。 個 別 の 周 知 ・ 意 向 確 認 の 措 置 は 、 労 働 者 が 本

人 又 は 配 偶 者 の 妊 娠 ・ 出 産 を 事 業 主 に 申 し 出 た 場 合 、

事 業 主 か ら 制 度 の 周 知 と 育 休 取 得 の 意 向 確 認 を 申 し 出

た労働者に個別に行う仕組みである。
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その他の改正内容としては、以下のとおりである。

３ 現 行 で は 原 則 １ 回 の 育 児 休 業 を ２ 回 に 分 割 取 得 可 能

とする

４ 常時雇用する労働者数が 1,000人 超 の事業主に対し、

育児休業の取得状況の公表を義務付ける

５ 有期雇用労働者の育児・介護休業の取得要件緩和

○ 今 回 の 法 改 正 に よ り 、 育 児 休 業 を 取 得 し や す く な る こ

と か ら 、 男 性 の 育 児 休 業 取 得 が 進 み 、 主 体 的 に 育 児 ・ 家

事 を 行 う 男 性 が 増 加 す る こ と が 期 待 さ れ る 。 育 児 休 業 期

間 中 に 男 性 も 円 滑 に 育 児 す る こ と が で き る よ う 、 こ れ ま

で 以 上 に 男 性 か ら も 両 親 学 級 な ど の 需 要 が 高 ま る と 考 え

ら れ る た め 、 母 子 保 健 ・ 子 育 て 施 策 の 担 当 部 局 に お か れ

て は 、 な る べ く 多 く の 方 に 参 加 し て も ら え る よ う 、 両 親

学 級 な ど の 実 施 や 周 知 に 引 き 続 き ご 尽 力 い た だ く よ う お

願いする。また、国民の方と接する機会の多い各自治体、

特 に 育 児 期 の 方 と 接 す る 機 会 が 多 い 部 局 に お か れ て は 、

子 育 て 世 代 に 向 け た 改 正 法 の 周 知 に つ い て も ご 協 力 を お

願いする。

○ 育児休業の周知については、関連資料２にあるとおり、

育 児 を 積 極 的 に 行 う 男 性 を 応 援 す る イ ク メ ン プ ロ ジ ェ ク

ト の 一 環 で 、 イ ク メ ン に な る メ リ ッ ト や 育 児 休 業 制 度 、

育 休 中 の 育 児 休 業 給 付 金 の 仕 組 み な ど を コ ン パ ク ト に ま

と め た 「 イ ク メ ン の ス ス メ 」 と い う 母 子 健 康 手 帳 サ イ ズ

の リ ー フ レ ッ ト を 作 成 し て い る 。 本 リ ー フ レ ッ ト は 、 都

道 府 県 や 市 町 村 の 母 子 保 健 担 当 課 等 に 送 付 し て る 。 今 年

度 も ３ 月 に 送 付 を 予 定 し て お り 、 今 年 度 の リ ー フ レ ッ ト

では、先程ご説明した「産後パパ育休」も紹介している。

母 子 健 康 手 帳 の 交 付 時 や 出 生 届 が 提 出 さ れ た 時 に 配 布

す る 、 窓 口 に 置 く 、 両 親 学 級 ・ 父 親 学 級 等 で 配 布 す る な

ど 、 実 際 に こ れ か ら 育 児 を 行 う 家 庭 に 行 き 届 く よ う ご 協
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力をお願いしたい。

ま た 、 夫 婦 で 協 力 し て 育 児 を 行 う た め に は 、 出 産 前 か

ら 夫 婦 の 家 事 ・ 育 児 の 役 割 分 担 を 話 し 合 う 等 の 事 前 準 備

も 大 切 で あ る た め 、 父 親 学 級 等 の 機 会 に 、 育 児 休 業 制 度

と 併 せ て 事 前 準 備 の 必 要 性 も 伝 え て い た だ く よ う お 願 い

す る 。 イ ク メ ン プ ロ ジ ェ ク ト 公 式 サ イ ト で は 、 夫 婦 の 役

割 分 担 例 や 育 休 体 験 談 等 を 掲 載 し た パ ン フ レ ッ ト や 各 地

の 父 子 手 帳 を 紹 介 し て い る た め 、 ご 活 用 い た だ き た い 。
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育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
及
び
雇
用
保
険
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
概
要
（
令
和
３
年
法
律
第
5
8
号
、
令
和
３
年
６
月
９
日
公
布
）

出
産
・
育
児
等
に
よ
る
労
働
者
の
離
職
を
防
ぎ
、
希
望
に
応
じ
て
男
女
と
も
に
仕
事
と
育
児
等
を
両
立
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
子
の
出
生
直
後
の
時

期
に
お
け
る
柔
軟
な
育
児
休
業
の
枠
組
み
の
創
設
、
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
雇
用
環
境
整
備
及
び
労
働
者
に
対
す
る
個
別
の
周
知
・意
向
確
認

の
措
置
の
義
務
付
け
、
育
児
休
業
給
付
に
関
す
る
所
要
の
規
定
の
整
備
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

改
正
の
趣
旨

・
２
及
び
５
：
令
和
４
年
４
月
１
日

・
１
、
３
及
び
６
：
令
和
４
年
1
0
月
１
日
（
た
だ
し
、
６
②
に
つ
い
て
は
令
和
３
年
９
月
１
日
）

・
４
：
令
和
５
年
４
月
１
日

等

施
行
期
日

改
正
の
概
要

１
男
性
の
育
児
休
業
取
得
促
進
の
た
め
の
子
の
出
生
直
後
の
時
期
に
お
け
る
柔
軟
な
育
児
休
業
の
枠
組
み
『
産
後
パ
パ
育
休
』
の
創
設

【
育
児
・
介
護
休
業
法
】

子
の
出
生
後
８
週
間
以
内
に
４
週
間
ま
で
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
柔
軟
な
育
児
休
業
の
枠
組
み
を
創
設
す
る
。

①
休
業
の
申
出
期
限
に
つ
い
て
は
、
原
則
休
業
の
２
週
間
前
ま
で
と
す
る
。
※
現
行
の
育
児
休
業
（
１
か
月
前
）
よ
り
も
短
縮

②
分
割
し
て
取
得
で
き
る
回
数
は
、
２
回
と
す
る
。

③
労
使
協
定
を
締
結
し
て
い
る
場
合
に
、
労
働
者
と
事
業
主
の
個
別
合
意
に
よ
り
、
事
前
に
調
整
し
た
上
で
休
業
中
に
就
業
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

２
育
児
休
業
を
取
得
し
や
す
い
雇
用
環
境
整
備
及
び
妊
娠
・出
産
の
申
出
を
し
た
労
働
者
に
対
す
る
個
別
の
周
知
・意
向
確
認
の
措
置
の
義
務
付
け

①
育
児
休
業
の
申
出
・
取
得
を
円
滑
に
す
る
た
め
の
雇
用
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置

②
妊
娠
・
出
産
（
本
人
又
は
配
偶
者
）
の
申
出
を
し
た
労
働
者
に
対
し
て
事
業
主
か
ら
個
別
の
制
度
周
知
及
び
休
業
の
取
得
意
向
の
確
認
の
た
め
の
措
置

を
講
ず
る
こ
と
を
事
業
主
に
義
務
付
け
る
。

３
育
児
休
業
の
分
割
取
得

育
児
休
業
（
１
の
休
業
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
分
割
し
て
２
回
ま
で
取
得
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

４
育
児
休
業
の
取
得
の
状
況
の
公
表
の
義
務
付
け

常
時
雇
用
す
る
労
働
者
数
が
1
,0
0
0
人
超
の
事
業
主
に
対
し
、
育
児
休
業
の
取
得
の
状
況
に
つ
い
て
公
表
を
義
務
付
け
る
。

５
有
期
雇
用
労
働
者
の
育
児
・介
護
休
業
取
得
要
件
の
緩
和

有
期
雇
用
労
働
者
の
育
児
休
業
及
び
介
護
休
業
の
取
得
要
件
の
う
ち
「
事
業
主
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
１
年
以
上
で
あ
る
者
」
で
あ
る
こ
と
と
い
う
要
件
を
廃
止

す
る
。
た
だ
し
、
労
使
協
定
を
締
結
し
た
場
合
に
は
、
無
期
雇
用
労
働
者
と
同
様
に
、
事
業
主
に
引
き
続
き
雇
用
さ
れ
た
期
間
が
１
年
未
満
で
あ
る
労
働
者
を
対
象
か
ら
除
外

す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

６
育
児
休
業
給
付
に
関
す
る
所
要
の
規
定
の
整
備

【
雇
用
保
険
法
】

①
１
及
び
３
の
改
正
を
踏
ま
え
、
育
児
休
業
給
付
に
つ
い
て
も
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
。

②
出
産
日
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
受
給
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
る
ケ
ー
ス
を
解
消
す
る
た
め
、
被
保
険
者
期
間
の
計
算
の
起
算
点
に
関
す
る
特
例
を
設
け
る
。

詳
し
く
は
、
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
育
児
・
介
護
休
業
法
に
つ
い
て
」
h
tt
ps
:/
/
w
w
w
.m
h
lw
.g
o
.jp
/
st
f/
se
is
ak
u
n
it
su
it
e
/
bu
n
ya
/
0
0
0
0
1
3
0
5
8
3
.h
tm
l

288

OACNL
テキスト ボックス
資料１



男
性
の
育
児
休
業
取
得
促
進
事
業
（
イ
ク
メ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
ミ
ニ
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
つ
い
て

＜
目
的
＞

○
配
偶
者
が
出
産
を
控
え
た
男
性
労
働
者
に
対
し
、
育
児
休
業
の
目
的
や
育
児
休
業
取
得
者
の
体
験
談
等
の
情
報
を
周
知
す
る
事
に

よ
り
、
男
性
の
育
児
休
業
取
得
の
促
進
を
図
る
。

＜
配
布
時
期
＞

○
厚
生
労
働
省
よ
り
、
全
国
の
都
道
府
県
・
市
町
村
へ
令
和
４
年
３
月
に
配
布
予
定
。

＜
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
配
布
方
法
＞

○
各
自
治
体
で
の
母
子
手
帳
交
付
時
に
併
せ
て
配
布
や
両
親
学
級
開
催
時
な
ど
の
際
に
直
接
参
加
者
へ
配
布
を
想
定
。

＜
そ
の
他
＞

○
配
布
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
が
不
足
し
た
場
合
は
、
イ
ク
メ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
公
式
サ
イ
ト
に
て
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
P
D
F
デ
ー
タ
を

掲
載
し
て
い
る
た
め
、
適
宜
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
ご
活
用
下
さ
い
。

（
公
式
サ
イ
ト
U
R
L：
h
tt
p
s:
//
ik
u
m
e
n
-p
ro
je
ct
.m
h
lw
.g
o
.j
p
/l
ib
ra
ry
/d
o
w
n
lo
a
d
/）

＜
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
イ
メ
ー
ジ
＞

（
A
６
判
二
つ
折
り
）
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